
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

【請求項２】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、画像形成装置の梱包方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
像担持体に接離可能に構成された転写装置を有する画像形成装置は、よく知られている。
像担持体に接離可能な転写装置としては、ベルト状やローラ状のものがある。このような
転写装置は、画像形成装置の停止時にカムなどの揺動手段により像担持体から離間した位
置に揺動され、転写時に像担持体に接する位置に揺動される。
【０００３】
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像担持体と、該像担持体に接離可能であって、上記像担持体上の像を転写紙に転写する転
写装置とを具備する画像形成装置の梱包方法であって、
　上記転写装置を支持する支持部材と、画像形成装置の不動部材とに孔をそれぞれ設け、
画像形成装置の梱包時に、これら孔に固定部材を挿入して上記転写装置を上記不動部材に
固定することを特徴とする画像形成装置の梱包方法。

上記固定部材が、ピンであることを特徴とする請求項１記載の画像形成装置の梱包方法。



この画像形成装置は、発泡スチロール製の型の中に入れられて、さらに段ボール箱に入れ
られて梱包されていた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上述の梱包方法には、転写装置の像担持体に対する動きが規制されていないので、画像形
成装置に振動や衝撃が加わると、転写装置が像担持体に衝突し、転写装置、像担持体の両
者に傷が付いたり、両者を支持する支持部材が破損したりするという問題がある。
【０００５】
本発明の目的は、像担持体と転写装置とに傷が付かず、それらの支持部材の破損を防止で
きる画像形成装置の梱包方法を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
請求項１記載の発明は、像担持体と、該像担持体に接離可能であって、上記像担持体上の
像を転写紙に転写する転写装置とを具備する画像形成装置の梱包方法であって、上記転写
装置を支持する支持部材と、画像形成装置の不動部材とに孔をそれぞれ設け、画像形成装
置の梱包時に、これら孔に固定部材を挿入して上記転写装置を上記不動部材に固定するこ
とを特徴とする。
【０００７】
請求項２記載の発明は、上記固定部材が、ピンであることを特徴とする。
【０００８】
【作用】
本発明によれば、転写装置が画像形成装置の不動部材に固定され、装置の搬送時の振動や
衝撃によっても、像担持体と転写装置とが接触しなくなる。
【０００９】
【実施例】
以下、本発明の梱包方法を具体的に実施するための画像形成装置の一例について図面を参
照して説明する。
図１において、符号１は像担持体としての感光体を表している。感光体１の周囲には、感
光体１の表面を均一に帯電する帯電器２０、感光体１の表面に静電潜像を形成する露光手
段２１、感光体１上の静電潜像をトナーによりトナー像を形成する現像装置２２、感光体
１上のトナー像を転写紙２３に転写した後の感光体１を清掃するクリーニング装置２４及
び、除電ランプ２がこの順に配置されている。同図において、符号２６は感光体１に接触
して配置されたブレードを表す。
【００１０】
感光体１の下方には、転写装置１０が配置されている。転写装置１０は、転写ベルト２と
、転写ベルト２を感光体１に接離させる揺動手段１１とから主になっている。転写ベルト
２は、駆動ローラ３と従動ローラ４との間に張架されていて、電気抵抗が中抵抗であるゴ
ム材などからなっている。
【００１１】
転写ベルト２の内周面の、感光体１と転写ベルト２とのニップから駆動ローラ３の方へ所
定距離だけ離れた位置に、バイアス電圧を印加するバイアスローラ５が当接して配置され
ている。
【００１２】
揺動手段１１は、図示しないモータにより回転駆動されるカム１２と、カム１２に一端が
圧接したレバー１３と、レバー１３の他端に一端が接触し、軸１４ａに回動自在に支持さ
れた加圧レバー１４とから構成されている。軸１４ａは、転写装置１０のケーシング６に
取り付けられている。加圧レバー１４には、加圧レバー１４を常時転写ベルト２に当接さ
せる向きに付勢する引張りバネ１５が接続されている。
【００１３】
転写ベルト２は、感光体１に圧接した位置と感光体１から離間した位置とに、軸３ａを中
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心として、揺動手段１１により揺動される。
【００１４】
上記構成において、感光体１には、転写動作に先立って、帯電器、露光手段、現像装置等
の周知の画像形成手段により、トナー像が形成される。この感光体１上のトナー像は、レ
ジストローラ１６から搬送された転写紙２３上に転写される。トナー像が転写された転写
紙２３は、転写ベルト２に静電吸着搬送されて、図示しない定着手段でトナー像を定着さ
れる。
【００１５】
この画像形成装置の梱包に際しては、感光体１と転写ベルト２との間に、図１、図２に示
すような弾力性のあるシート３０が挾持される。シート３０は、発泡ポリエチレン、発泡
ＰＵＲなどにより形成される。
【００１６】
なお、ここでは、像担持体として感光体１を用いたが、中間転写ドラムやベルトであって
も良い。さらに、転写装置１０を接離させる揺動手段１１をカム１２により構成したがソ
レノイド等でも良い。
【００１７】
図３に示すように、転写ベルト２に代えて、感光体１に対して接離可能な転写ローラ２Ａ
を用いた画像形成装置でも、装置の梱包に際しては、感光体１と転写ローラ２Ａとの間に
シート３０が挾持される。
【００１８】
図４に本発明の画像形成装置の梱包方法を実施するための例を示す。以下図１～図３に示
した例に用いた部材と同一部材には同一符号を付し、個々の説明を省略する。
転写ベルト２を支持する支持部材としての転写ベルトフレーム６と、画像形成装置の不動
部材としての転写ベルトケース７とには、それぞれ孔６ａ、７ａが設けられている。転写
ベルト２は、加圧アーム１４Ａの回動により、図示しない感光体に接離される。
【００１９】
画像形成装置の梱包に際しては、これら孔６ａ、７ａに固定部材としてのピン８を挿入し
て転写ベルト２を転写ベルトケース７に固定する。なお、本例では、不動部材として転写
ベルトケース７を用いが、装置の筐体、感光体１を保持する保持手段などに孔を設けてピ
ンを挿入して、転写装置１１を固定しても良い。
【００２０】
【発明の効果】
本発明によれば、画像形成装置の梱包時に、転写装置が画像形成装置の不動部材に固定さ
れる。よって、画像形成装置の搬送時の振動や衝撃によっても、像担持体と転写装置とが
接触しないので、両者に傷が付かず、それらの支持部材の破損を防止できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の画像形成装置の梱包方法を説明する図である。
【図２】像担持体と転写装置との間に挿入するシートを示す斜視図である。
【図３】画像形成装置の別の例を説明する図である。
【図４】本発明の画像形成装置の梱包方法を説明する図である。
【符号の説明】
１　　　　　　像担持体としての感光体
２　　　　　　転写ベルト
６　　　　　　転写ベルトフレーム
７　　　　　　転写ベルトケース
８　　　　　　固定部材としてのピン
１０　　　　　転写装置
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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